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行」といいます。）及び株式会社三重銀行（以下、「三重銀行」といいます。第三銀行及び三重銀行を併せて

以下、「両行」といいます。）において平成29年９月15日に開催された両行の取締役会の決議（株式移転計画

の作成承認、株主総会への付議）、平成29年12月15日に開催された両行の各臨時株主総会の各特別決議（株式

移転計画の承認）並びに同日に開催された第三銀行の普通株式の株主による種類株主総会の特別決議（株式移

転計画の承認）及びＡ種優先株主による種類株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移

転（以下、「本株式移転」といいます。）に際し、株式会社第三銀行120％コールオプション条項付第１回無

担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）に関する第三銀行の新株予約権者に対して第三銀行の新株予

約権の代わりに、当該新株予約権者が有する新株予約権の合計と同数の株式会社三十三フィナンシャルグルー

プ（以下、「当社」といいます。）の新株予約権を交付するものであります。また、当社は、株式会社第三銀

行120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）について、第三銀

行が当該新株予約権付社債の社債権者に対し負担する社債債務を、株式会社三十三フィナンシャルグループ

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）として承継いたしま

す。
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２．株式会社第三銀行120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）

について、第三銀行が当社の成立日の前日の最終の当該新株予約権付社債の社債権者に対し負担する社債債務

の金額になります。本訂正届出書提出日において未確定であるため、平成29年９月30日現在の株式会社第三銀

行120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の残高を記載して

おります。なお、届出の対象とした募集金額は、本株式移転に係る株式移転計画に基づき、本株式移転の効力

発生日までに株式会社第三銀行120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣

後特約付）に付された新株予約権の行使があった場合、当該募集金額から当該新株予約権付社債に付された新

株予約権の行使に係る社債の金額が減額されます。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成29年11月29日付で提出いたしました有価証券届出書及び平成29年12月20日付で提出いたしました有価証券届出書

の訂正届出書の記載事項のうち、平成30年２月５日付で三重銀行の第３四半期に係る四半期報告書が提出されたこと及

び平成30年２月13日付で第三銀行の第３四半期に係る四半期報告書が提出されたことならびに、両行が平成30年２月１

日に株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に新規上場申請を行ったことに伴い、一部訂正すべき事項

がありますので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

　また、記載事項の一部に誤りがございましたので、併せて訂正しております。

 

２【訂正事項】
第三部　企業情報

第２　事業の状況

１　業績等の概要

３　対処すべき課題

５　経営上の重要な契約等

６　研究開発活動

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第３　設備の状況

１　設備投資等の概要

２　主要な設備の状況

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

３　配当政策

第５　経理の状況

第六部　組織再編成対象会社情報

第１　継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。
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第三部【企業情報】

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

　　（訂正前）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、完全子会社となる両行の業績等の概要につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については平成29

年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日及び平

成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11月22日提出）をご参照くださ

い。

 

　　（訂正後）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、完全子会社となる両行の業績等の概要につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については平成29

年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日、平成

29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日、平成29年11月22日及び

平成30年２月13日提出）をご参照ください。

 

３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　　（訂正前）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、両行の有価証券報告書

（三重銀行については平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告

書（平成29年７月28日及び平成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11

月22日提出）をご参照ください。

 

　　（訂正後）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、両行の有価証券報告書

（三重銀行については平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告

書（平成29年７月28日、平成29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月

10日、平成29年11月22日及び平成30年２月13日提出）をご参照ください。

 

５【経営上の重要な契約等】

　　（訂正前）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となる両行のその他の経営上の重要な契約等につきましては、両行の有価証券報告書（三

重銀行については平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書

（平成29年７月28日及び平成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11月

22日提出）をご参照ください。

　また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部　組織再編成（公

開買付け）に関する情報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要」をご参照ください。

 

　　（訂正後）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となる両行のその他の経営上の重要な契約等につきましては、両行の有価証券報告書（三

重銀行については平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書

（平成29年７月28日、平成29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10

日、平成29年11月22日及び平成30年２月13日提出）をご参照ください。

　また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部　組織再編成（公

開買付け）に関する情報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要」をご参照ください。
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６【研究開発活動】

　　（訂正前）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については

平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日

及び平成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11月22日提出）をご参照

ください。

 

　　（訂正後）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については

平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28

日、平成29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日、平成29年11月

22日及び平成30年２月13日提出）をご参照ください。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　（訂正前）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、

両行の有価証券報告書（三重銀行については平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、

三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日及び平成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８

月10日及び平成29年11月22日提出）をご参照ください。

 

　　（訂正後）

　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、

両行の有価証券報告書（三重銀行については平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、

三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日、平成29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期

報告書（平成29年８月10日、平成29年11月22日及び平成30年２月13日提出）をご参照ください。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　　（訂正前）

(1）省略

 

(2）連結会社

　当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については

平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28

日及び平成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11月22日提出）をご

参照ください。

 

　　（訂正後）

(1）省略

 

(2）連結会社

　当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については

平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28

日、平成29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日、平成29年11

月22日及び平成30年２月13日提出）をご参照ください。

 

２【主要な設備の状況】

　　（訂正前）

(1）省略

 

(2）連結会社

　当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については

平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28

日及び平成29年11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11月22日提出）をご

参照ください。

 

　　（訂正後）

(1）省略

 

(2）連結会社

　当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については

平成29年６月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28

日、平成29年11月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日、平成29年11

月22日及び平成30年２月13日提出）をご参照ください。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

　　（訂正前）

(1) 【株式の総数等】

　平成30年４月２日時点の当社の状況は以下のとおりとなる予定であります。

①　省略

 

②【発行済株式】

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式
26,170,339

(注）１、２、３

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する

請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当

社における標準となる株式であります。

普通株式は振替株式であり、単元株式数は100

株であります。（注）４

第一種優先株式 4,200,000 非上場 （注）５

計 30,370,339 ― ―

　（注）１　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、本株式移転に伴い発行する予

定であります。

２　三重銀行の普通株式の発行済株式総数13,483,034株（平成29年６月30日時点）、第三銀行の普通株式の発行

済株式総数18,435,800株（平成29年６月30日時点）に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出して

おります。但し、当該株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両行協議の上、

変更することがあります。なお、両行は、基準時までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却すること

を予定しているため、平成29年６月30日時点で三重銀行が保有する自己株式20,013株、同日時点で第三銀行が

保有する自己株式282,488株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、三重

銀行又は第三銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年６月30日時点における

自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。

３　両行は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に新規上場申請を行う予定であり

ます。

４　振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称　株式会社証券保管振替機構

住所　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

５　当社の定款が定める第一種優先株式の内容については、「第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情

報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要　３　組織再編成に係る契約　(2）株式移転計画の内容　別紙

１　株式会社三十三フィナンシャルグループ　定款　第３章　優先株式」をご参照ください。

 

(2)～(4) 省略
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(5) 【所有者別状況】

　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の所有者別状況については、以下のとおりであります。

①　省略

 

②　第三銀行

普通株式

平成29年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

普通

株式

株主数

（人）
― 57 28 918 89 1 6,872 7,965 ―

所有株式数

（単元）
― 89,146 2,729 38,327 10,590 4 42,846 183,642 71,600

所有株式数

の割合（％）
― 48.54 1.49 20.87 5.77 0.00 23.33 100 ―

Ａ種

優先

株式

株主数

（人）
― 1 ― ― ― ― ― 1 ―

所有株式数

（単元）
― 60,000 ― ― ― ― ― 60,000 ―

所有株式数

の割合（％）
― 100 ― ― ― ― ― 100 ―

　（注）１　第三銀行の自己株式285,762株は、「個人その他」に2,857単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれてお

ります。

２　「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

 

(6) 省略
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の平成29年３月31日現在の議決権の状況は以下のとおりであります。

三重銀行

平成29年３月31日現在
 

区　　分 株式数(株) 議決権の数(個) 内　　容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　　19,700
―

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　13,379,500 133,795 同　　上

単元未満株式 普通株式　　　83,834 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 13,483,034 ― ―

総株主の議決権 ― 133,795 ―

（注）１　上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、三重銀行所有の自己株式84株が含まれております。

２　上記は、平成29年３月31日現在の情報であり、当社の設立日までに変動することがあります。

 

第三銀行

平成29年３月31日現在
 

区　　分 株式数（株） 議決権の数（個） 内　　容

無議決権株式 Ａ種優先株式 6,000,000 ― （注）１

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　　　 285,700
―

権利内容に何ら限定のない第三

銀行における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　　18,078,500 180,785 同　　上

単元未満株式 普通株式　　　　71,600 ― 同　　上

発行済株式総数 24,435,800 ― ―

総株主の議決権 ― 180,785 ―

　（注）１　Ａ種優先株式の内容は、「１　株式等の状況　(1）株式の総数等　②　発行済株式」に記載しております。

２　上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれてお

ります。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が１個含まれております。

３　「単元未満株式」の欄には、第三銀行所有の自己株式が62株含まれております。

４　上記は、平成29年３月31日現在の情報であり、当社の設立日までに変動することがあります。

 

②　省略

 

(8) 省略
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　　（訂正後）

(1) 【株式の総数等】

　平成30年４月２日時点の当社の状況は以下のとおりとなる予定であります。

①　省略

 

②【発行済株式】

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式
26,170,339

(注）１、２、３

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する

請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当

社における標準となる株式であります。

普通株式は振替株式であり、単元株式数は100

株であります。（注）４

第一種優先株式 4,200,000 非上場 （注）５

計 30,370,339 ― ―

　（注）１　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、本株式移転に伴い発行する予

定であります。

２　三重銀行の普通株式の発行済株式総数13,483,034株（平成29年６月30日時点）、第三銀行の普通株式の発行

済株式総数18,435,800株（平成29年６月30日時点）に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出して

おります。但し、当該株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両行協議の上、

変更することがあります。なお、両行は、基準時までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却すること

を予定しているため、平成29年６月30日時点で三重銀行が保有する自己株式20,013株、同日時点で第三銀行が

保有する自己株式282,488株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、三重

銀行又は第三銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年６月30日時点における

自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。

３　両行は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び名古屋証券取引所へ平成30年２月１日に新規上場申

請を行いました。

４　振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称　株式会社証券保管振替機構

住所　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

５　当社の定款が定める第一種優先株式の内容については、「第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情

報　第１　組織再編成（公開買付け）の概要　３　組織再編成に係る契約　(2）株式移転計画の内容　別紙

１　株式会社三十三フィナンシャルグループ　定款　第３章　優先株式」をご参照ください。

 

(2)～(4) 省略

 

(5) 【所有者別状況】

　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の所有者別状況については、以下のとおりであります。

①　省略
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②　第三銀行

普通株式及びＡ種優先株式

平成29年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

普通

株式

株主数

（人）
― 57 28 918 89 1 6,872 7,965 ―

所有株式数

（単元）
― 89,146 2,729 38,327 10,590 4 42,846 183,642 71,600

所有株式数

の割合（％）
― 48.54 1.49 20.87 5.77 0.00 23.33 100 ―

Ａ種

優先

株式

株主数

（人）
― 1 ― ― ― ― ― 1 ―

所有株式数

（単元）
― 60,000 ― ― ― ― ― 60,000 ―

所有株式数

の割合（％）
― 100 ― ― ― ― ― 100 ―

　（注）１　第三銀行の自己株式285,762株は、「個人その他」に2,857単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれてお

ります。

２　「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

 

(6) 省略

 

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

　なお、当社の完全子会社となる両行の平成29年３月31日現在の議決権の状況は以下のとおりであります。

三重銀行

平成29年３月31日現在
 

区　　分 株式数(株) 議決権の数(個) 内　　容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　　19,700
―

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　13,379,500 133,795 同　　上

単元未満株式 普通株式　　　83,834 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 13,483,034 ― ―

総株主の議決権 ― 133,795 ―

（注）１　上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、三重銀行所有の自己株式84株が含まれております。

２　上記は、平成29年３月31日現在の情報であり、当社の設立日までに変動することがあります。
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第三銀行

平成29年３月31日現在
 

区　　分 株式数（株） 議決権の数（個） 内　　容

無議決権株式 Ａ種優先株式 6,000,000 ― （注）１

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　　　 285,700
―

権利内容に何ら限定のない第三

銀行における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　　18,078,500 180,785 同　　上

単元未満株式 普通株式　　　　71,600 ― 同　　上

発行済株式総数 24,435,800 ― ―

総株主の議決権 ― 180,785 ―

　（注）１　Ａ種優先株式の内容は、第三銀行の有価証券報告書（平成29年６月26日提出）の「第４　提出会社の状況　

１　株式等の状況　(1）株式の総数等　②　発行済株式　（注）２、３、４、５」をご参照ください。

２　上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれてお

ります。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が１個含まれております。

３　「単元未満株式」の欄には、第三銀行所有の自己株式が62株含まれております。

４　上記は、平成29年３月31日現在の情報であり、当社の設立日までに変動することがあります。

 

②　省略

 

(8) 省略
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３【配当政策】

　　（訂正前）

　配当の基本的な方針、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、内部留保資金の使途につきまして

は、当社が新設会社であるため、未定であります。

　また、最近事業年度の配当決定に当たっての考え方につきましては、当社は本株式移転により平成30年４月２日に

設立予定であるため、本届出書提出日現在において決算期を迎えておらず、該当事項はありません。

　配当の決定機関につきましては、当社は、取締役会の決議によるものとする予定であります。

　当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年３月31日、中間配当については毎年９月30日とする旨を

定款で定める予定であります。

 

　　（訂正後）

　配当の基本的な方針、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、内部留保資金の使途につきまして

は、当社が新設会社であるため、未定であります。

　また、最近事業年度の配当決定に当たっての考え方につきましては、当社は本株式移転により平成30年４月２日に

設立予定であるため、本報告書提出日現在において決算期を迎えておらず、該当事項はありません。

　配当の決定機関につきましては、当社は、期末配当は株主総会の決議とし、中間配当は取締役会の決議によるもの

とする予定であります。

　当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年３月31日、中間配当については毎年９月30日とする旨を

定款で定める予定であります。
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第５【経理の状況】
　　（訂正前）

　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

　なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については平成29年６

月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日及び平成29年

11月10日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日及び平成29年11月22日提出）をご参照ください。

 

　　（訂正後）

　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

　なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（三重銀行については平成29年６

月23日提出、第三銀行については平成29年６月26日提出）、三重銀行の四半期報告書（平成29年７月28日、平成29年11

月10日及び平成30年２月５日提出）及び第三銀行の四半期報告書（平成29年８月10日、平成29年11月22日及び平成30年

２月13日提出）をご参照ください。

 

第六部【組織再編成対象会社情報】

第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】
　　（訂正前）

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

①　省略

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

三重銀行

事業年度　第206期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

平成29年７月28日関東財務局長に提出

事業年度　第206期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）

平成29年11月10日関東財務局長に提出

 

第三銀行

事業年度　第109期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

平成29年８月10日関東財務局長に提出

事業年度　第109期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）

平成29年11月22日関東財務局長に提出

 

③～④　省略

 

(2) 省略
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　　（訂正後）

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

①　省略

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

三重銀行

事業年度　第206期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

平成29年７月28日関東財務局長に提出

事業年度　第206期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）

平成29年11月10日関東財務局長に提出

事業年度　第206期第３四半期（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）

平成30年２月５日関東財務局長に提出

 

第三銀行

事業年度　第109期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

平成29年８月10日関東財務局長に提出

事業年度　第109期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）

平成29年11月22日関東財務局長に提出

事業年度　第109期第３四半期（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）

平成30年２月13日関東財務局長に提出

 

③～④　省略

 

(2) 省略
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